


様式 13 

※本様式は「札幌市水道局物品・役務契約等事務様式基準（平成 29 年 4 月 17 日 総務課長

決裁）」に定められる。 

 

 業者特定理由書 
 

 下記の理由により見積事業者を特定する。 

 

記 

 

１ 件  名 

配水センター無停電電源装置バッテリー整備修繕 

 

２ 事業者名 

（株）北海道ジーエス・ユアササービス 

 

３ 特定理由 

本修繕は、㈱ＧＳユアサが製造した無停電電源装置の整備である。 

        無停電電源装置の信頼性向上と機能維持を図り、円滑かつ効率的な運

転を確保するためには、適確な整備を行い性能評価することが必要で

あり、製品に精通した知識や技術が必要不可欠となる。 

       よって、製造者が保有する機器独自の設計データがなければ履行が不

可能である。 

       標記業者は、製造者から機器の修繕を移管されており、上記の条件

を満たす唯一の業者であることから、特定するものである。 

 

 

４ 根拠規定 

  地方公営企業法施行令第21条の14第１項第２号に該当すると判断されるため。 

  

 備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 





 

 

 

業 者 特 定 理 由 書 
 

下記の理由により業者を特定する。 

 

 

記 

１ 件   名  藻岩浄水場活性炭溶解設備整備修繕  

２  業 者 名  ㈱水機テクノス 札幌営業所 

 

 

 

   

 

３  特定理由 
 

本修繕の対象機器である活性炭溶解設備は、汚染された原水

の異臭味原因物質を吸着機能により、取り除くための活性炭を

スラリー状にして撹拌するための設備であり、浄水処理をする

上で必要不可欠で重要な設備である。 

本設備は、水道機工(株)により設計・納入が行われたもので

あり、整備に必要な技術、資料についてはメーカー独自の仕様

や一般に公開していないものが多く、当該メーカー及び代理店

のみが有しているものである。また、本修繕後の試運転や性能

確認なども総合的な調整が必要なことから当該メーカー及び

代理店以外では行うことができない。 

なお、本修繕の対象機器は、水道機工(株)が設計・納入した

ものであるが、当該設備のメンテナンス等については、代理店

である上記業者がおこなっている。 

以上の理由から、上記業者を特定する。 

 

４ 根拠規定 
 

地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第１項第２号に該当する

と判断されるため。 

 

総務部総務課 予算執行課 
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